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派 遣 業 務 書 

 

1. 派遣業務名 

核融合科学研究所研究部可知化センシングユニット実験関連文書情報キュレーション 

労働者派遣業務 １名 

 

2. 派遣先の事業所の名称，就業場所 

事 業 所：大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所（岐阜県土岐市下石町 322-6） 

就業場所：制御棟１階データ処理計算機室 

組織単位：可知化センシングユニット（組織の長の職名：ユニット長） 

 

3. 派遣人員 

1 名 

 

4. 業務内容 

研究データ DOI 登録に必要な実験関連文書に関する情報収集等データキュレーション業務及びデータ 

ベース入力作業（ワープロ操作，表操作，データベース操作，インターネット情報検索を含む） 

 

5. 派遣先責任者及び指揮命令者 

責任者  ：管理部財務課長  新井 将格 

命令者  ：可知化センシングユニット 助教 江本 雅彦 

 

6. 派遣期間 

令和 8 年 4 月１日から令和９年３月３１日まで 

 

7. 就業日・就業時間等 

就業日 

月曜日、水曜日出勤とする。ただし，第三月曜日・第五月曜日は除く。また，国民の祝日に関する法律

に規定する休日及び年末年始，研究所が定める一斉休業日を除くものとする。なお，業務の都合上，休

日等に就業を依頼する場合は，事前に通知するものとし他の日と振り替えるものとする。 

就業時間 

月曜日 9 時 00 分から 15 時 00 分まで 

 水曜日 9 時 00 分から 17 時 00 分まで 
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休憩時間 

12 時 00 分から 13 時 00 分まで 

実働時間 

12 時間 00 分／週 

時間外労働 

有 

休  暇 

 派遣労働者は，派遣元の就業規則に定めるところにより，あらかじめ本研究所に通知の上，休暇の取得

ができるものとする。ただし，核融合科学研究所の業務に支障がある場合には代替者の派遣または時期

変更について協議するものとする。 

端数時間 

欠勤，遅刻，早退等で一日の契約時間に満たない場合の労働時間は，15 分単位とする。 

 

8. 派遣料金 

派遣料金は，派遣労働者 1 人 1 時間あたりの単価契約とし，通勤手当，労働保険および社会保険料を含む

ものとする。 

請求金額算定の際は，実働時間 1 時間あたりの単価に派遣労働者 1 人あたりの 1 月の実働時間を乗じる。 

法定労働時間（1 日 8 時間，1 週間 40 時間）を超える時間に契約単価の 25/100（法定時間外で，かつ午後

10 時以降の場合は，50/100）を乗じた金額を別途加算する。 

1 週の起算日は土曜日とする。 

 

9. 本研究所が必要とする派遣労働者の技能，経験知識 

① 電子計算機（ＰＣ）等の入力業務が 2 年以上あり Word 及び Excel が使用でき，文書作成・文字編

集・表作成・表編集ができること。 

② 電子メールの利用経験が 2 年以上あること。 

③ インターネット及びＷｅｂ等による情報検索の経験が 2 年以上あること。 

④ データベースへのデータ入力作業の経験が 1 年以上あること。 

⑤ 英語文書を読み取り、概要の把握および編纂が可能であること。 

⑥ 所内の関係者にメールや所内電話等で直接連絡を行い、データベース登録に必要な情報を聴取するコ

ミュニケーション能力を有すること。 

 

10. 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60歳以上の者に限定するか否かの別 

限定しない。 

 

11. 一般的契約事項 

この契約に関する必要な細目は，核融合科学研究所労働者派遣契約基準によるものとする。 
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12. 法令遵守 

派遣元事業者は，派遣労働者に対して，労働基準法，労働安全衛生法，労働者災害補償法，健康保険法，

雇用保険法等の法令並びに規則に定められた事業主または雇用主としての責任を負うものとする。 

派遣先事業主は，労働者に対し，労働基準法，労働安全衛生法，労働災害補償法，健康保険法，雇用保険

法等の法令並びに規則に定められた事業主または使用主としての責任を負うものとする。 

 

13. 安全衛生 

派遣先における安全衛生については，法令に従うほか，大学共同利用機関法人自然科学研究機構安全衛生

管理規程（平成 16 年 4 月 1 日自機規程第 22 号），核融合科学研究所安全衛生管理規則（平成 16 年 4 月 20日

規則第 3 号）の定めるところによる。 

 

14. 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項 

派遣先の職員が利用する駐車場，給食施設，レクレーション施設，ロッカー，給湯設備その他業務遂行上

の施設等の施設または設備について利用することができる。 

 

15. 派遣労働者からの苦情の処理 

苦情処理申出先 ：管理部財務課長  新井 将格 

処理方法 

 上記の者が苦情の申出を受けたときは，自らその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は，直ちに

派遣元責任者へ連絡することとし，当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ

迅速な処理を図り，その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 

 

16. 派遣元責任者及び苦情申出先の提出 

派遣元責任者（職・氏名）及び派遣元の苦情申出先（職・氏名）を定め，核融合科学研究所に書面で提出す

るものとする。 

派遣元は，派遣労働者から苦情の申出を受けたときは，ただちに派遣先責任者へ連絡することとし，誠意

をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り，その結果について必ず派遣労働者に通知すること

とする。 

 

17. 派遣労働者の交替 

派遣労働者に，次に掲げる事由があったときは，本機構は派遣労働者の交代を要求することができるもの

とする。派遣労働者の交替にあたっては，派遣労働者の個人的背景を事由とした交替にならないよう，留意

するものとする。 

1) 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき。 

2) 派遣労働者の業務の実施が，契約条件に適合しないとき。 

3) 派遣労働者に不品行があったとき。 
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4) 派遣労働者が明らかに業務に不適格と認められるとき。 

5) その他客観的に問題があることを示すことができるとき。 

なお，派遣元の事由により派遣労働者を変更する場合，派遣元は派遣先へ原則として 30 日前までに文書に

て通知し，指揮命令者の希望により後任者との業務引継期間を１日以上設けること。 

 

18. 知的財産権の帰属 

1) 派遣労働者が本機構の派遣業務従事中に行った職務発明，職務考案，職務意匠，職務著作（プログラム

を含む。），その他知的財産権はすべて本機構に帰属し，本機構の所有とする。 

2) 派遣労働者の職務発明，職務考案，職務意匠についての権利の本機構への帰属に係る補償金等の対価の

取扱については，大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程（平成 16 年 4 月 1 日自機規

程第 12 号）に従う。 

3) 本機構の発意に基づき，派遣労働者が作成した職務著作物は，本機構の名義および所有とし，本機構の

発意に基づく職務プログラムの著作物についても同様とし，派遣元および派遣労働者は補償金等の対価

を請求できない。 

 

19. 代金の支払方法 

毎月の期間終了後，翌月末までに支払う。 

 

20. 請求書の送付場所 

〒509-5292 岐阜県土岐市下石町 322-6 

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 核融合科学研究所管理部財務課調達係 

 

21. その他 

1) 派遣元事業者は，派遣先へ派遣される労働者について， 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律第 35 条の規定により派遣先へ通知すべき文書（派遣労働者の氏名，派遣労

働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別，及び健康保険等の被保険者の資

格取得の有無等）のほか，当該労働者の業務遂行能力に関する情報，外国人の雇用に伴う就労資格証明

書（写し）等その他必要と思われる事項を記載した文書を派遣期間開始日の 1 週間前までに提出するこ

と。ただし，健康保険等の加入手続き中の場合は，手続き完了後速やかに派遣先に通知すること。 

なお，記載事項に変更があった場合は，速やかに，その旨を派遣先に通知すること。 

2) 契約開始日以降に，正当な理由なく派遣労働者を派遣できない場合は，派遣できなかった時間（1 時間

未満切り上げ）の派遣料金に相当する額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として徴収することとする。 

3) その他明記のない事項については，派遣先職員の指示によるものとする。 

 


